
第２８号議案 

 

   東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２７年２月６日 

 

              東 京 都 台 東 区 長   

          職務代理者副区長  
 

（提案理由） 

 この案は、浅草こどもクラブの実施場所を改めるとともに、こ

どもクラブの実施場所に今戸こどもクラブを追加するため提出し

ます｡ 

提出者          生  沼  正  篤  



   東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例  

 

 東京都台東区こどもクラブ条例（平成１３年３月台東区条例第

４号）の一部を次のように改正する。  

 別表浅草こどもクラブの項中「東京都台東区花川戸二丁目１１

番９号」を「東京都台東区花川戸一丁目１４番２１号」に改め、

同表に次のように加える。  

今戸こどもクラブ  東京都台東区今戸一丁目３番６号  

   付 則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 


